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公
示

（
技
術
企
画
課
）

九

教
育
委
員
会
公
告

�
平
成
十
九
年
度
香
川
県
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施

香
川
県
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
七
号

香
川
県
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
介
護
保
険
法

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
市
町
村
事
務
受
託

法
人
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
等
）

第
二
条

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
申
請
は
、
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
指
定
申
請
書
（
第
一
号
様

式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
に
係
る
事

務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
三
条

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
変
更
届
出

書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
受
託
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
止
（

休
止
、
再
開
）
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
す
る
。

（
市
町
等
へ
の
情
報
提
供
）

第
四
条

知
事
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
又
は
前
条
の
届
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
市
町
そ
の
他
関
係
機
関
に
対
し
、
当
該
指
定
又
は
届
出
に
係
る
事
務
所
に
関
す
る
情

報
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

事
務
所
の
指
定
の
申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
、
生
年

月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

指
定
年
月
日

四

受
託
事
務
の
種
類

五

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
有
無

六

受
託
事
務
の
開
始
年
月
日

七

事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

八

運
営
規
程

九

役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十

介
護
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
そ
の
登
録
番
号

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

第３９号

平 成１８年

５月１９日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

一



（
公
示
）

第
五
条

令
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
同
条
各
号
の
措
置
に
係
る
事
務
所
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

事
務
所
の
指
定
の
申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住

所
三

指
定
若
し
く
は
指
定
の
取
消
し
の
年
月
日
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
の
期

間
四

受
託
事
務
の
種
類

五

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
有
無

（
補
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

二



（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

生年月日

（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

（郵便番号 － ）

（ビルの名称等）

介護保険法第２４条の２第１項第１号に規定する事務（照会等事務）
介護保険法第２４条の２第１項第２号に規定する事務（要介護認定調査事務）

既に指定（許可）を受けている事業等の
指定（許可）年月日

※事務所所在地市町番号

ＦＡＸ番号

ＦＡＸ番号

実施事業

法人所轄庁
フ リ ガ ナ
氏 名

既に指定（許可）を受けている事業等の種類

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

受 託 事 務 の 開 始 の 予 定 年 月 日

電 話 番 号

職 名

電 話 番 号

フ リ ガ ナ
名 称

主たる事務所の
所 在 地

連 絡 先
法 人 の 種 別

代表者の職・
氏名・生年月日

代表者の住所

フ リ ガ ナ
名 称

事務所の所在地

事務所連絡先

受託事務の種類

申

請

者

指定を
受けよ
うとす
る事務
所

居
宅
サ
ー
ビ
ス

地域密
着型サ
ービス

※受付番号

第１号様式（第２条関係）

指定市町村事務受託法人指定申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 所 在 地

名 称

代表者氏名 �

介護保険法施行令第１１条の２第１項の規定による指定市町村事務受託法人の指定を受けたいので、次のとおり

申請します。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

三



（既に指定又は許可を受けている場合）

居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

医療機関コード等
介護保険事業所番号

施設サ

ービス

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

地域密着
型介護予
防サービ
ス

備考 １ ※印の欄には、記載しないでください。
２ 「法人の種別」欄は、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、株式会社等の別を記載してく
ださい。
３ 「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
４ 「受託事務の種類」欄は、今回申請するものについて、該当する欄に○を記載してください。
５ 「実施事業」欄は、既に指定等を受けている事業について、該当する欄に○を記載してください。
６ 「既に指定（許可）を受けている事業等の指定（許可）年月日」欄は、介護保険法による指定事業者
又は介護保健施設として指定（許可）された年月日（介護保険法第７１条第１項又は第７２条第１項の規定
に基づき指定があったものとみなされたときは保険医療機関等の指定を受けた年月日、介護保険法施行
法第４条、第５条、第７条及び第８条の規定に基づき指定（許可）があったものとみなされたものにつ
いては「１２年４月１日」）を記載してください。
７ 保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等
が付番されている場合には、そのコードを「医療機関コード等」欄に記載してください。また、複数の
コードを有する場合には、適宜様式を補正して、そのすべてを記載してください。
８ この申請書には、知事が別に定める書類を添付してください。
９ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

四



名称

所在地

変 更 の 内 容

（変更前）

（変更後）

年 月 日

指定内容を変更する事務所

受 託 事 務 の 種 類

変 更 が あ る 事 項

事務所の名称

事務所の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

定款又は寄附行為及びその登記事項証明書等
（当該指定に係る事務に関するものに限る。）

事務所の建物の構造、専用区画等

事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

運営規程

役員の氏名、生年月日及び住所

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

変 更 年 月 日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

第２号様式（第３条関係）

変 更 届 出 書

年 月 日

香川県知事 殿

届出者 所 在 地

名 称

代表者氏名 �

次のとおり指定を受けた内容を変更しますので、介護保険法施行令第１１条の３第１項の規定により届け

出ます。

備考 １ 該当項目番号を○で囲んでください。
２ 変更内容が分かる書類を添付してください。
３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

五



名称

所在地

休止 ・ 廃止 ・ 再開

年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

廃止（休止 、 再 開 ） す る 事 務 所

届 出 の 種 類

休止（廃止 、 再 開 ） す る 年 月 日

休 止 ・ 廃 止 す る 理 由

現に事務を受託している市町村に対する

措置（休止・廃止した場合のみ）

休 止 予 定 期 間

第３号様式（第３条関係）

廃止（休止、再開）届出書

年 月 日

香川県知事 殿

届出者 所 在 地

名 称

代表者氏名 �

次のとおり受託事務の廃止（休止、再開）をするので、介護保険法施行令第１１条の３第１項の規定によ

り届け出ます。

備考 １ 受託事務の再開に係る届出にあっては、当該受託事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態に
関する書類を添付してください。

２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

六



●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の

設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

告

示
指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

〃〃

�
一
水
社

〃

英
知
出
版
�

〃

�
竹
書
房

〃

雑
誌
コ
ー
ド

１８３８５
－
０５

０３８４３
－
０４

０８３６６
－
０５

１８３９９
－
５

１３７７８
－
４

１７６４５
－
５

６１８０８
－
１６

０２４６１
－
５

１１５８６
－
５

／
１４

図
書

名

マ
ガ
ジ
ン
・
バ
ン
！

５
月
号
（
通
巻
１１３
号
）

コ
ミ
ッ
ク

June
４
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．４８
）

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
－
・
ウ
ル
フ

ス
ペ
シ
ャ
ル

マ
ガ
ジ
ン

W
ooooo！

狼
５
月
号
増
刊

（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．９
）

漫
画

シ
ャ
ワ
ー

５
月
号
（
通
巻
２２８
号
）

ハ
ッ
ス
ル
Ｅ
Ｘ

コ
ミ
ッ
ク
M
ate４

月
号
増
刊

（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．２
）

B
ejean

５
月
号
（
Ｖ
ol．１５１

）

D
VD

M
AG
AZIN

E
ス
ペ
シ

ャ
ル
！

ナ
マ
録
D
VD

Vol．３

海
賊

Ｎ
Ｏ
．１

５
月
号
（
通
巻
１５０
号
）

愛
の
体
験

愛
の
体
験
ス
ペ
シ
ャ
ル
デ
ラ
ッ

ク
ス
５
／
１４
増
刊
号
（
通
巻
１２５
号
）

種
別

コ
ミ
ッ
ク

誌〃雑
誌

コ
ミ
ッ
ク

誌雑
誌〃〃〃

コ
ミ
ッ
ク

誌

指
定

年
月
日

平成十八年五月十二日

指
定

番
号

６８６９７０７１７２７３７４７５７６

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス

〃

曙
出
版
�

イ
ン
フ
ォ
レ

ス
ト
�

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

�
晋
遊
社

辰
巳
出
版
�

�
東
京
三
世

社雄
出
版
�

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

若
生
出
版
�

�
ワ
ニ
マ
ガ

ジ
ン
社

０３７９７
－
０５

０６６３５
－
０５

０１９４４
－
０５

６０２１４
－
０３

１５４３１
－
０５

１３８６５
－
５

１３９９１
－
５

０２１８９
－
５

０３７０８
－
５

０３３００
－
５

０２５９１
－
０５

０６２３５
－
５

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ５
月
号
（
Ｎ
o．１７８

）

Ｄ
rピ
カ
ソ５
月
号
（
Ｎ
Ｏ
．１３４
）

コ
ミ
ッ
ク
D
VD

D
O
K
AN

エ
ン
タ
メ
裏
D
VD
８
時
間
５
月

号
増
刊
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．０８
）

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
入
門

２

ス
ー
パ
ー
写
真
塾

５
月
号
（
通
巻
第
３１１
号
）

C
O
M
IC

ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ

５
月
号
（
通
巻
１２１
号
）

C
O
M
IC

バ
ズ
ー
カ

５
月
号
（
通
巻
１１２
号
）

オ
レ
ン
ジ
通
信
５
月
号
（
Ｎ
o．２９２

）

爆
写
王

増
刊
パ
チ
ス
ロ
裏
技
最
強
テ
ク

５
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．０２
）

M
uku！
ク
リ
ー
ム
５

／５
増
刊
（
Ｖ
ol．０７

）

カ
ル
ビ
Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ

５
月
号
（
通
巻
１４５
号
）

Ｃ
hu
ッ
５
月
号
（
通
巻
１００
号
）

雑
誌〃

コ
ミ
ッ
ク

誌雑
誌〃

コ
ミ
ッ
ク

誌〃

情
報
誌

雑
誌

コ
ミ
ッ
ク

誌雑
誌

コ
ミ
ッ
ク

誌

７７７８７９８０８１８２８３８４８５８６８７８８

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

七



小
割
り
式
ふ
ぐ
養
殖
業
の
表
ふ
ぐ
第
七
一
一
加
入
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

小
割
り
式
ふ
ぐ
養
殖
業
の
表
ふ
ぐ
第
七
五
二
加
入
区
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
三
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
二
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
長
尾
西
字
観
音
五
四
二
―
五

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

延
長

三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
四
月
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
下
笠
居
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
神
在
川
窪
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
五
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
市
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区

画
整
理
事
業
）
穀
川
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市
が
土
地
改
良
事
業
（
元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金
（
基

盤
整
備
促
進
事
業
）
野
々
池
大
坪
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ふ
ぐ
第
七
一
二
加
入
区

区
第
八
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

Ｂ
か
ら
基
部
へ
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（

以
下
同
じ
。
）
、
Ａ
イ
、
イ
ａ
、
ａ
ｂ
の
三
直
線
と
点
ｂ

か
ら
点
Ａ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
七
一
三
加
入
区

区
第
八
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ａ
、

ａ
ロ
、
ロ
Ｂ
の
三
直
線
と
点
Ｂ
か
ら
点
ｂ
ま
で
の
最
大
高

潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
七
五
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
五
四
加
入
区

区
第
八
九
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

公

告

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

豊
浜
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
新
設
事
業
）
野
々
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
苗
代
池
下
地
区

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

八



同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
市
が
土
地
改

良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
藤
前
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

平
成
十
八
年
度
香
川
県
標
準
土
木
積
算
シ
ス
テ
ム
運
用
業
務
委
託

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
式

随
意

四

契
約
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

財
団
法
人
日
本
建
設
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目

一
〇
番
二
〇
号

六

契
約
価
格

三
六
、
二
四
六
、
〇
〇
〇
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号

七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県

土
木
部
技
術
企
画
課

総
務
・
技
術
企
画
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
八
七
―
八
三
二
―
三
五
一
一

教
育
委
員
会
公
告

採
用
予
定
数

６０
名
程
度

２５
名
程
度

１０
名
程
度

教
科

・
科

目
等

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
保
健
体
育
、
家
庭
、

英
語

国
語
、
地
理
歴
史
、
数
学
、
理
科
、
保
健
体
育
、

音
楽
、
英
語
、
農
業
、
機
械
、
電
気
・
情
報
、

商
業
、
看
護
、
福
祉

中
学
校
の
教
科
科
目
及
び
音
楽

養
護
教
諭

小
学
部

中
学
部

自
立
活
動

種
別

「
小
」

「
中
」

「
高
」

「
特
小
」

「
特
中
」

「
特
自
立
」

「
養
教
」

「
特
殊
」

盲
・
聾

・
養
護

校
種

小
学

校

中
学

校

高
等

学
校

特
殊
教
育
諸
学
校

高
等
部
を
含
む
。

特
殊
教
育
諸
学
校

小
学
部
・
中
学
部

全
校

種

市
町
立
学
校

県
立
学
校

市
町
立
学
校

・
県
立
学
校

１
試
験
の
目
的

こ
の
試
験
は
、
平
成
１９
年
度
の
香
川
県
公
立
学
校
教
員
（
教
諭
・
養
護
教
諭
）
の
採
用
に
当
た
っ
て

の
選
考
資
料
を
得
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
試
験
を
実
施
す
る
校
種
等

＊＊

＊
＊

���

	�


���

	�


＊
「
小
」
と
「
中
」
に
限
っ
て
併
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊
中
学
校
の
音
楽
、
美
術
、
技
術
に
つ
い
て
は
本
年
度
は
実
施
し
な
い
。

３
出
願
資
格

学
校
教
育
法
第
９
条
及
び
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ

て
、
次
の
�
、
�
の
選
考
区
分
ご
と
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
任
用
期
限
を
付
さ
な
い
常
勤
講
師
と
し
て
の
採
用
と
な
る
。

�
一
般
選
考

ア
教
育
職
員
免
許
法
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
各
相
当
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
平
成
１９
年
３

月
３１
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
見
込
み
の
者

・
「
高
」
の
機
械
、
電
気
・
情
報
に
出
願
で
き
る
者
は
、
高
等
学
校
の
工
業
に
つ
い
て
の
普

通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
取
得
見
込
み
の
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

����������

	���������

・
「
特
小
」
又
は
「
特
中
」
に
出
願
で
き
る
者
は
、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
の

普
通
免
許
状
の
ほ
か
、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
の
各
部
に
相
当
す
る
学
校
の
普

通
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
４
号

平
成
１９
年
度
香
川
県
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１８
年
５
月
１９
日

香
川

県
教

育
委

員
会

香

川

県

報

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日

（
第
九
三
三
八
号
）

九



実
技

試
験

内
容

音
楽
、
図
画
工
作
及
び
体
育
（
水

泳
を
含
む
。
）

専
門
教
科
・
科
目
の
実
技

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
教
科
・
科
目
の

実
技

対
象

全
員

保
健
体
育

音
楽

（「
特
中
」の
み
）

家
庭

保
健
体
育

音
楽

福
祉

専
門
教
養
の
内
容

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科

の
４
教
科

志
願
し
た
教
科
・
科
目
等
に

関
す
る
も
の

志
願
し
た
教
科
・
科
目
等
に

関
す
る
も
の
＊

自
立
活
動
に
関
す
る
も
の

養
護
に
関
す
る
も
の

種
別

「
小
」及
び「
特
小
」

「
中
」及
び「
特
中
」

「
高
」

「
特
自
立
」

「
養
教
」

２３
日
�
は
高
松
高

校
。

県
立
高
松
工
芸
高
校

平
成
１８
年
７
月
２４
日（
月
）

～
７
月
２５
日（
火
）

の
う
ち
の
指
定
さ
れ
た
日
時

同
左

○

該
当

者

○

実
技
試
験

面
接
試
験

（
集
団
面
接
）

試
験
場

県
立
高
松
高
校

「
小
」「
中
」「
養

教
」
志
願
者

県
立
高
松
商
業
高
校

「
高
」「
特
殊
」
志

願
者
。た
だ
し
、

「
特
小
」志
願
者
は
、

期
日

平
成
１８
年
７
月
２２
日（
土
）

及
び
７
月
２３
日（
日
）

受
付
８
時

～
８
時
２０
分

試
験
８
時
３０
分
～
１７
時

た
だ
し
、２３
日
�
は「
小
」、

「
特
小
」
志
願
者
の
み
。

（
併
願
者
を
含
む
。）

対
象

特
別
選
考
志
願
者

免
除○

同
左

一
般
選
考
志
願
者

○○

「
特
殊
」志
願
者

内
容

総
合
教
養

（
教
職
教
養
を
含
む
）

専
門
教
養

特
殊
教
育
に
関

す
る
専
門
教
養

筆記試験

・
「
特
自
立
」
に
出
願
で
き
る
者
は
、
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
の
自
立
活
動
の

����

���

教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
昭
和
４７
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

�
特
別
選
考

ア
次
の
�
～
�
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
該
当
す
る
者

�
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
殊
教
育
諸
学
校
の
志
願
者
の
う
ち
民
間
企
業
等
（
教
育
の
事
業

を
除
く
。
）
に
お
い
て
通
算
３
年
以
上
の
勤
務
経
験
を
有
す
る
者
で
、
そ
の
勤
務
経
験
に
よ
り
、

出
願
す
る
教
科
・
科
目
等
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
、

か
つ
、
教
員
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
熱
意
と
識
見
を
持
っ
て
い
る
者

�
過
去
に
お
い
て
本
県
又
は
他
の
都
道
府
県
・
指
定
都
市
の
公
立
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭

の
職
に
あ
っ
た
者

�
現
に
他
の
都
道
府
県
・
指
定
都
市
の
公
立
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
職
に
あ
る
者

�
現
に
本
県
県
立
学
校
に
お
い
て
１０
年
以
上
実
習
助
手
の
職
（
臨
時
又
は
非
常
勤
の
者
を
除

く
。
）
に
あ
る
者

イ
教
育
職
員
免
許
法
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
各
相
当
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
平
成
１９
年
３

月
３１
日
ま
で
に
当
該
免
許
状
を
取
得
見
込
み
の
者
。
た
だ
し
、
ア
の
う
ち
�
に
該
当
す
る
者
に
あ

っ
て
は
、
特
別
免
許
状
授
与
の
基
礎
資
格
を
有
す
る
場
合
は
、
当
該
普
通
免
許
状
の
取
得
又
は
取

得
見
込
み
が
な
く
て
も
受
験
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ウ
昭
和
３２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

４
選
考
試
験

�
第
１
次
選
考
試
験

��
�


英
語
志
願
者
の
う
ち
、
実
用
英
語
技
能
検
定（
�
日
本
英
語
検
定
協
会
）１
級
合
格
者
、
TO
EFL

（
国
際
教
育
交
換
協
議
会
）５８０
点（
C
B
T
２３７
点
）以
上
又
は
TO
EIC（

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
協
会
）８５０
点
以
上
の
い
ず
れ
か
の
取
得
者
に
つ
い
て
は
専
門
教
養（
英
語
）を
免
除
す

る
。（
出
願
後
の
資
格
取
得
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
）

併
願
者
の
試
験
場
は
、
特
に
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
第
１
志
望
種
別
の
試
験
場
と
す
る
。

�
総
合
教
養

社
会
人
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
一
般
的
知
識
・
教
養
及
び
日
本
と
国
際
社
会
と
の
関
わ

り
や
資
源
・
環
境
問
題
な
ど
地
球
的
視
野
に
立
っ
て
行
動
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
知
識
・
教

養
・
資
質
並
び
に
教
職
教
養
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
を
問
う
。

�
専
門
教
養
・
実
技
試
験

＊

＊
＊

＊
＊

���

	�

＊

＊

����

	���

＊
地
理
歴
史
、
理
科
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
共
通
問
題
に
加
え
て
、
地
理
歴
史
に
つ
い
て

は
世
界
史
、
日
本
史
又
は
地
理
、
理
科
に
つ
い
て
は
物
理
、
化
学
、
生
物
又
は
地
学
の
い
ず
れ
か

一
科
目
を
選
択
し
て
解
答
す
る

�
	

�
�

�
�

�
�

�
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試
験

場

県
立
高
松
工
芸
高
校

香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー

（「
小
」「
中
」「
養
教
」志
願
者
）

香
川
県
庁
北
館
会
議
室

（「
高
」「
特
殊
」志
願
者
）

期
日

平
成
１８
年
８
月
２３
日（
水
）

受
付
８
時
３０
分
～
８
時
５０
分

試
験
８
時
５０
分
～
１２
時
３０
分

平
成
１８
年
８
月
２４
日（
木
）

～
８
月
２６
日（
土
）

の
う
ち
の
指
定
さ
れ
た
日
時

対
象

特
別
選
考
志
願
者

○○○○

一
般
選
考
志
願
者

○○○○

内
容

適
性
検
査

小
論
文

模
擬
授
業

面
接
試
験

（
個
人
面
接
）

�
第
２
次
選
考
試
験
（
第
１
次
選
考
試
験
合
格
者
）

「
中
」「
高
」
「
特
中
」
の
英
語
志
願
者
に
は
「
英
語
に
よ
る
面
接
」
を
併
せ
て
実
施
す
る
。

な
お
、
「
英
語
に
よ
る
面
接
」
は
香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
。

５
出
願
手
続

�
提
出
書
類
等

ア
教
員
採
用
願
書
、
受
験
票
・
整
理
票
、
結
果
通
知
書
（
１
次
用
）

こ
れ
ら
は
す
べ
て
香
川
県
教
育
委
員
会
所
定
の
用
紙
を
使
用
す
る
。
な
お
、
結
果
通
知
書
（
１

次
用
）
に
は
「
（
小
・
中
・
養
教
）
用
」
と
「
（
高
・
特
殊
）
用
」
の
別
が
あ
る
の
で
、
志
望
種

別
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
切
り
取
っ
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
封
筒
２
通

受
験
票
及
び
結
果
通
知
書
（
１
次
用
）
郵
送
用
。
定
形
封
筒
＜
１２
�
×
２３
．５
�
＞
に
９０
円
切
手

を
貼
り
、
志
願
者
の
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
も
の
。

ウ
英
語
志
願
者
の
う
ち
、
実
用
英
語
技
能
検
定
（
�
日
本
英
語
検
定
協
会
）
１
級
合
格
者
、
Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
国
際
教
育
交
換
協
議
会
）
５８０
点
（
Ｃ
Ｂ
Ｔ
２３７
点
）
以
上
又
は
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
（
国
際

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
協
会
）
８５０
点
以
上
の
い
ず
れ
か
の
取
得
者
は
、
実
施
団
体
の

発
行
す
る
資
格
証
明
書
（
開
封
無
効
）
又
は
資
格
を
証
明
で
き
る
書
類
の
写
し
を
出
願
時
に
提
出

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
写
し
の
提
出
者
は
、
第
１
次
選
考
試
験
の
初
日
に
原
本
を
必
ず
持
参
す
る

こ
と
。

エ
特
別
選
考
の
�
に
該
当
す
る
者
は
、
出
願
す
る
教
科
・
科
目
等
に
関
連
し
た
勤
務
経
験
に
つ
い

て
の
内
容
を
含
む
２
，０００
字
以
内
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
の
作
文
（
Ａ
４
判
の
用
紙
を
使
用
す
る
こ

と
。
）
を
出
願
時
に
提
出
す
る
こ
と
。

オ
特
別
選
考
の
�
に
該
当
す
る
者
で
、
過
去
に
お
い
て
他
の
都
道
府
県
・
指
定
都
市
の
公
立
学
校

の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
・
指
定
都
市
の
教
育
委

員
会
の
発
行
す
る
履
歴
証
明
書
を
出
願
時
に
提
出
す
る
こ
と
。

カ
身
体
に
障
害
が
あ
る
者
の
受
験
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
て
、
受
験

教
室
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
ほ
か
、
試
験
内
容
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
希
望
す

る
事
項
を
願
書
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
事
前
に
相
談
す
る
こ
と
。

提
出
書
類
は
自
書
す
る
こ
と
。
提
出
書
類
が
不
備
な
と
き
は
受
け
付
け
な
い
の
で
、
十
分

注
意
す
る
こ
と
。
い
っ
た
ん
提
出
し
た
書
類
は
返
還
し
な
い
。

�
提
出
先

ア
「
小
」
、
「
中
」
又
は
「
養
教
」
志
願
者
の
場
合

〒
７６０
―
８５８２

高
松
市
天
神
前
６
番
１
号

香
川
県
天
神
前
分
庁
舎

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
義
務
教
育
課
長

あ
て

イ
「
高
」
又
は
「
特
殊
」
志
願
者
の
場
合

〒
７６０
―
８５８２

高
松
市
天
神
前
６
番
１
号

香
川
県
天
神
前
分
庁
舎

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
高
校
教
育
課
長

あ
て

�
受
付
期
間

平
成
１８
年
５
月
３１
日
（
水
）
か
ら
平
成
１８
年
６
月
１４
日
（
水
）
ま
で

（
持
参
の
場
合
の
受
付
は
、
８
：
３０
～
１７
：
００
と
す
る
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
く
。
）

送
付
（
書
留
郵
便
等
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
が
望
ま
し
い
。
）
の
場
合
は
、
平
成
１８
年
６
月

１４
日
（
水
）
ま
で
の
消
印
（
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

送
付
す
る
封
筒
の
左
下
隅
に
は
、
「
小
志
願
」
、
「
中
志
願
」
、
「
高
志
願
」
、
「
特
殊
志
願
」
、

「
養
教
志
願
」
の
別
を
必
ず
朱
書
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
験
票
は
、
７
月
上
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
あ
る
。

６
選
考
結
果
の
通
知

�
第
１
次
選
考
試
験
の
合
否
に
つ
い
て
は
、
平
成
１８
年
８
月
上
旬
に
受
験
者
全
員
に
通
知
す
る
。
ま

た
、
合
格
者
の
校
種
・
種
別
及
び
受
験
番
号
を
県
庁
東
館
玄
関
前
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、

＊
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古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

香
川
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

�
第
２
次
選
考
試
験
の
合
否
に
つ
い
て
は
、
平
成
１８
年
９
月
中
旬
に
第
２
次
選
考
試
験
の
受
験
者
全

員
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
合
格
者
の
校
種
・
種
別
及
び
受
験
番
号
を
県
庁
東
館
玄
関
前
掲
示
板
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

�
第
１
次
選
考
試
験
及
び
第
２
次
選
考
試
験
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
希
望
す
る
者
の
う
ち
、
不
合

格
者
に
対
し
て
、
選
考
結
果
の
総
合
ラ
ン
ク
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
。
希
望
す
る
者
は
、
教
員

採
用
願
書
及
び
結
果
通
知
書
の
「
情
報
提
供
希
望
」
欄
の
「
有
」
を
○
で
囲
む
こ
と
（
希
望
し
な
い

者
は
、
「
無
」
を
○
で
囲
む
こ
と
。
）
。

な
お
、
不
合
格
者
を
対
象
と
す
る
選
考
結
果
の
総
合
ラ
ン
ク
は
、
第
１
次
選
考
試
験
及
び
第
２
次

選
考
試
験
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
総
合
成
績
を
合
格
者
と
比
較
し
た
場
合
の
ラ
ン
ク
（
上
位
か
ら

順
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
３
区
分
）
と
す
る
。

ま
た
、
上
記
の
、
第
１
次
選
考
試
験
不
合
格
者
及
び
第
２
次
選
考
試
験
不
合
格
者
を
対
象
と
す

�����

る
選
考
結
果
の
総
合
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
２７
条
第
１
項
の
規
定

	���

に
基
づ
き
、
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

７
給
与
及
び
勤
務
時
間

�
初
任
給
月
額
（
平
成
１８
年
４
月
１
日
現
在
）
は
、
中
学
校
及
び
小
学
校
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
で
例
示
す
れ
ば
、
１９０
，５００
円
（
四
年
制
大
学
新
卒
）
で
あ
る
。
ま
た
高
等
学
校
等
教

育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
例
示
す
れ
ば
１９０
，５００
円
（
四
年
制
大
学
新
卒
）
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
教
職
調
整
額
、
教
員
特
別
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
、

支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
宅
手
当
等
も
支
給
さ
れ
る
。

�
勤
務
は
原
則
と
し
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
、
１
日
８
時
間
で
あ
る
。
た
だ
し
、
校

種
に
よ
っ
て
は
変
則
勤
務
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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